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さくらいろ歯科矯正クリニック 様 ～ 高崎駅西口徒歩５分。ただいまプレオープン中です～

相続について、お気軽にご相談ください。

一日３組の予約制です。

無 料 相 談 会

☎ 0277-45-2160

申告期限は

10ヶ月です

5/13㈯・20㈯
9時～12時 13時～17時

税理士法人向田会計
桐生市末広町6-10

さくらいろ矯正歯科クリニック

矯正治療を終えた患者様が

喜んでくれる姿が何よりの励みです。

歯並びで気になることがあれば

お気軽にいらしてください。

院長歯科医 大柳 俊仁

歯科医 大柳 美沙

TEL 027-323-8087
高崎市あら町233 2階

https://www.sakurairo-dc.com/

令和5年の扶養控除申告書の書き方が変更となりました。外国人労働者等の非居

住者扶養人数があまりにも多いことから、以前から改正が求められていました。38

万円以上の送金を確認できる書類がないと扶養にはいれられません。

※年末調整の際、これらの確認書類を提出または提示する必要があります。

※「38万円送金書類」とは、例えば、その年の初めに30万円を

送金した場合、残りの8万円以上を送金した書類の提示で

大丈夫です。

従業員の方への周知を早めにお願い致します。

レ

企業規模を問わず、中小企業の月60時間を超える時間外労働割増賃金率が

５０％となりました。４月１日から改定となっています。給与計算にご注意ください。


